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◆ 解 説

本章では適合性評価の中でも，行為としては単純でわかりやすいものとして，試験を考え，そ

の認定（つまり試験所認定）について学習する。
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◆ 解 説

試験所認定とは第三者による試験所の能力の証明である。ある試験所があるタイプの試験を

適切に実施できるかどうかを審査員が審査し，その結果により認定の判断を行う。このような活

動を行う組織が試験所認定機関である。
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◆ 解 説

「認定」という用語は無論，通常の日本語として社会人には馴染んだ言葉であるが，この十

数年の間の適合性評価の世界において，これまでの用法を限定した特定の意味をもたされるこ

ととなった。つまり，認証や検査・試験などが一段目の適合性評価とすると，認定はその適合性

評価を行う組織に対して評価と承認を行う行為，つまり“評価者の評価者”という独特の位置付

けが与えられるようになった。評価と承認という行為は，認証でもほとんど同じプロセスが行われ

るわけであるが，生産工場や一般のサービス産業に対して行われれば「認証」，認証機関，検

査機関，試験所，校正機関といった一段目の適合性評価機関（Conformity Assessment Body，

略称CAB：キャブという）に対して同様な行為を行う場合を「認定」と呼ぶことになった。
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◆ 解 説

試験所認定のしくみを図示するとスライドのようになる。
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◆ 解 説

本頁では，ISO/IEC 17025の成り立ちと歴史について学習する。

（1） 試験所認定のルーツは，1947年のオーストラリアに始まった。第二次大戦で，軍が調達す
る資材の試験が公的機関だけでは間に合わなくなり，民間試験機関協会のNATAに試験委
託，この時に協会が技術評価して合格した試験所を利用するという形態を戦後も活用し，政
府が規制法規等で利用するようになった。

（2） 1966年にはイギリスで校正機関認定制度が構築・スタート

（3） 1972年にはニュージランドが「試験所登録法」によりTELARC（現在のIANZ）を設立

（4） 1970～80年代，EC（欧州共同体）で試験所認定制度を次々に設立

（5） 1977年にILAC：国際試験所認定協力機構から試験所認定に関しての要求事項制定が
ISO事務局に要請

（6） 1978年にガイド25の第1版が発行

（7） 1982年には，校正機関と品質システムを含めた改正が行われ第2版として発行

（8） 1990年には，1987年に制定されたISO 9002と整合化して第3版として発行

（9） 1999年には，1994年に制定されたISO 9001と整合させ，要求事項を管理システムと技術事
項に整理して規定し，ガイドからISO規格に格上げしてISO/IEC 17025として発行

（10） ISO 9001の2000年版に整合化させてISO/IEC 17025の2005年版， ISO/IEC 17025の第
2版として発行

（11） 1991年（平成3年）の計量法改正でJCSSにGuide 25の概念を導入
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◆ 解 説

試験所認定の一般的な要求事項としては現在はISO/IEC 17025が広く使用されている。この
規格は試験所の品質管理のための要素を，管理上の要求事項である第4節と技術要求事項で
ある第5節に分けて記述している。ただし，技術上とは言っても化学・電気といった特定技術分
野の要求事項が書かれているわけではなく，試験方法の妥当性確認，試験要員の能力，計量
トレーサビリティの確保といった，全分野の試験所に共通と思われる要求事項が記載されている。
したがって，この規格のみで個々の試験所を評価することは困難であり，評価対象となる試験
所が実際に使用している試験規格等を参照しながら，その分野の専門家が技術審査を行うこと
が必要である。さらに，複数の専門家が同一の審査基準となるよう，必要に応じて認定機関は
技術指針といったものを作成，あるいは利用することも多い。

一方で，第4節の管理部分については，特定の技術分野の専門家でなくとも審査員となること
が可能である。ここに記載されていることは，ISO 9001と基本的には同様の品質管理の方法で
あり，第5節の要求事項を実現するために必要な管理上の項目である。いわば第5節を支える
土台部分と言えよう。ただし，技術の種類によって管理システムの構造も様々な形態があり，こ
の部分を担当する審査員も対象となる試験所の技術分野について何がしかの技術的な知見を
有していることが望ましい。

さらに，この規格は必ずしも認定のためだけにあるわけでは無い。試験所が，自らの必要に応
じてこの規格に適合するような管理システムを構築することは，認定の要否に関わらず試験結
果の信頼性向上を果たす上で有効である。

◆ 参考資料

1） ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories

2） JIS Q 17025:2005 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項 〔上記1）の翻訳
規格〕
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◆ 解 説

ISO/IEC 17025には校正機関への要求事項も含まれている。校正は，計測器の目盛りに対す

る試験であり，その点で試験規格と同様の規格が利用されることは合理的である。
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